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本市外郭団体「公益財団法人横浜市建築保全公社」の 

経営改革に関する方針案について 
 
本市では、平成 21 年３月から外部の有識者による「横浜市外郭団体等経営改革委員会」におい

て、外郭団体ごとの経営課題について審議を行い、提言をいただいた団体から順次、本市としての

「経営改革に関する方針」を決定しています。 

これまで、昨年 10 月に 12 団体、本年２月に 10 団体の「経営改革に関する方針」を決定しまし

たが、このたび、新たに 17 団体の「経営改革に関する方針案」等を決定しましたので、このうち

「公益財団法人横浜市建築保全公社」に関する方針案についてご報告します。 

 

１ 方針案の概要  

（１）団体分類（※1） 

「事業等の再整理が必要な団体」 

方向性：公共建築物の適切な保全のため、点検・助言などのマネージメント機能強化と、 

調査研究・普及啓発事業の充実を図るとともに、中長期的な視点で、市、民間、 

公社の最も効果的・効率的な役割分担を再構築していく。 

（※1）団体分類は、以下の４つの分類から、団体ごとに決定しています。 

①統合・廃止の検討が必要な団体   ②民間主体の運営が望ましい団体 

③事業等の再整理が必要な団体    ④引き続き経営努力が必要な団体 

 

（２）具体的な取組内容 

①団体の役割 

・ 効果的、効率的な業務体制を確立し、市と連携して公共建築物の長寿命化対策の一翼を

担う専門機関として、点検業務の充実など施設の計画的保全実施のための機能を強化し

ていきます。 

・ 公益法人として維持・保全に関する調査研究業務等の公益事業を充実していきます。 

・ 横浜市と連携し、市・民間・公社の役割分担について、中長期的な視点から市への一部

移譲や民間委託等をコスト比較によるメリット、デメリットについて検証を行います。 

 

②財務改善 

・ 事務量を勘案した効率的な事務執行に努め、自主自立の経営を推進します。 

 

③人事組織 

・ 平成２３年度中に、固有職員の管理職の登用を進めるなどの組織見直し計画を取りまと

めます。 

・ 常勤役員数についても削減をします。 

 

 

                                （裏面あり） 
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２ 今後のスケジュール（予定） 
今後、「具体的な取組内容」に基づき、市と団体の共通の経営目標となる「次期協約（期間：

平成 23～25 年度）」の策定に向け、団体と協約項目や目標値（数値目標等）、スケジュールな

どの協議を進めます。 

なお、次期協約は、本年６月下旬を目処に策定します。                      

                                  

全体の流れ

 
 

 

３ 横浜市外郭団体等経営改革委員会における審議状況  

（１）審議回数 

３回（第 18 回委員会＜平成 22 年 8 月 20 日開催＞、第 21 回委員会＜平成 22 年 11 月 5 日 

   開催＞、第 24 回委員会＜平成 23 年 1 月 14 日開催＞） 

（２）経営改革委員会からの提言内容（平成 23 年３月 30 日公表） 

団体分類：「事業等の再整理が必要な団体」 

     小分類（※2）「団体運営（公益的使命等）の実現強化に向け、事業の重点化を 

             進めるべきもの」 

主な内容：①公共施設の維持保全業務は、市へ内製化することや民間事業者の活用を進める 

ことが考えられるため、公社の業務を抜本的に見直し、効果的・効率的な役割 

分担を再構築すること。 

②効率的な執行体制への転換に向け、組織体制の見直し計画を平成２３年度中に 

 作成し、特に常勤役員については早急に削減すること 

  

（※2）「事業等の再整理が必要な団体」における小分類は、以下の２つの分類から、 

      団体ごとに決定しています。 
①団体運営（公益的使命等）の実現及び財務状況の改善に向け、事業の統廃合を伴
う経営改革を進めるべきもの 

②団体運営（公益的使命等）の実現強化に向け、事業の重点化を進めるべきもの 
 

 

４ 添付資料  

（１）「経営改革に関する方針案」（公益財団法人横浜市建築保全公社） 

（２）横浜市外郭団体等経営改革委員会からの提言（財団法人横浜市建築保全公社） 

（３）記者発表資料「横浜市外郭団体等経営改革委員会」からのすべての審議団体の提言等をまと 

めた最終報告書の提出について 
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【 横浜市外郭団体等経営改革委員会 提言 】

① 団体の役割（公益的使命、市の関与の見直し）

・
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② 財務改善

・

③
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組織体制見直計画 策定

常勤役員数の削減 実施

 検証 見直し計画作成 見直し実施 協約に反映

検討

市所管課

常勤役員数についても削減をします。

団体概要（平成23年5月１日現在）

所在地 横浜市中区本町3丁目30番地７　横浜平和ビル8階 設立 昭和61年6月25日

30,000 千円 うち本市出資額・割合 30,000 千円 100.0基本金

市が期待
する役割

方
針

　　　建築　局　営繕企画　課

団体運営（公益的使命等）の実現強化に向け、事業の重点化を進めるべきもの

主要事業
公共建築物の維持保全に関する調査研究及び普及啓発
公共建築物の維持保全業務

　公益財団法人への移行を契機に、施設点検業務の充実や、施設データの分析・修繕計画への反
映などマネージメント機能を強化するとともに、技術研修や管理者向け研修など調査研究・普及
啓発事業の充実を図り、公共建築物の適切な保全を推進します。
　さらに、公社の役割分担について、市への一部移譲や民間事業者の活用など、中長期的視点か
ら比較検証を行い、効率的・効果的な業務体制を確立します。

（　協約を締結　　する　・　しない　）

公共建築物に関する調査・研究、施設の維持・保全に関する相談・研修業務等の公益事業を強
化すること。
施設の修繕履歴データーを蓄積すること等により、公共建築物の修繕専門機関としての専門性
を高めること。
公共建築物の適正な維持・保全業務を行い、施設の安全性と利便性を高め、もって市民福祉の
増進に寄与すること。

具
体
的
な
取
組

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

項目 23年度

人事組織（市の人的支援）

25年度 26年度以降

（点検業務の実施：500件/年、修繕データの蓄積：800件/年、計画修繕実施のアドバイス：400件/年）

調査の視野を広げ顧客満足度向上の取組の検討を実施（検討・実施・検証）

横浜市と連携し、市・民間・公社の役割分担について、中長期的な視点から市への一部移譲や
民間委託等をコスト比較によるメリット、デメリットについて検証を行います。

24年度

実施

顧客満足度調査

団
体
と
協
議
の
上
確
定

協
約
項
目
案

公共建築物の計画的保全実施のための機能強化

実施 目標90％

役割分担検証（市・民
間・公社）

公益事業の充実　調査研究（民間企業向けの技術研修開催年2回）

組織体制見直し計画の策定と実施

常勤役員の削減（３名→２名）

事業等の再整理が必要な団体

平成２３年度中に、固有職員の管理職の登用を進めるなどの組織見直し計画を取りまとめます。

事務量を勘案した効率的な事務執行に努め、自主自立の経営を推進します。

事業等の再整理が必要な団体

公益法人として維持・保全に関する調査研究業務等の公益事業を充実していきます。

効果的、効率的な業務体制を確立し、市と連携して公共建築物の長寿命化対策の一翼を担う専
門機関として、点検業務の充実など施設の計画的保全実施のための機能を強化していきます。

【横浜市建築局】 団体ごとの経営改革に関する方針案

公益財団法人横浜市建築保全公社

公共建築物の適切な保全のため、点検・助言などのマネージメント機能強化と、調査研究・
普及啓発事業の充実を図るとともに、中長期的な視点で、市、民間、公社の最も効果的・
効率的な役割分担を再構築していく。








